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教育 税保険 くらし

特
設
行
政
相
談
所
を
開
設

10
月
16
日（
月
）〜
22
日（
日
）は「
行
政
相
談

週
間
」

　
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
仕
事
や
手

続
き
に
つ
い
て「
困
っ
た
」「
納
得
で
き
な
い
」

「
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
」な
ど
の
相
談
ご

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

飯
盛
霊
園
だ
よ
り
〜
組
合
葬
儀
〜

対 

喪
主
ま
た
は
死
亡
者
が
守
口・
門
真・
大

東・四
條
畷
市
民

内 

▽
家
族
葬
…
12
万
円   

祭
壇
、盛
花
、棺
、

霊
柩
寝
台
車
な
ど
、
家
族
だ
け
で
お
見
送

り
す
る
葬
儀

　 

▽
標
準
葬
…
26
万
円   

祭
壇
、盛
花
、棺
、

霊
柩
寝
台
車
以
外
に
、
門
前
飾
、
受
付
テ

ン
ト
、遺
影
写
真
、式
事
執
行
係
員
な
ど
、

一
般
の
会
葬
者
も
想
定
し
た
従
前
か
ら
の

市
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の
第
３
期
分

ま
で
と
個
人
市
民
税・
府
民
税（
普
通
徴
収

分
）の
第
２
期
分
ま
で
、
お
よ
び
軽
自
動
車

税
を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場

合
、
納
付
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、10
月
31
日（
火
）は
、個
人
市
民
税・

府
民
税（
普
通
徴
収
分
）の
第
３
期
分
の
納
期

限
で
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
口
座
振
替（
自
動
払
込
）を

利
用
し
て
い
る
人
は
、
預
金
残
高
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
無
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
差
し
押
さ
え
、
公
売
な

ど
を
行
っ
て
い
く
の
で
、
納
期
限
内
で
の
納

付
を
必
ず
お
願
い
し
ま
す
。

　
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
で
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
納
期
限
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

問
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
〜
１
８
５

４

市
税
の
休
日
納
付
相
談

　
平
日
、仕
事
な
ど
で
忙
し
い
人
や
、病
気・

失
業
な
ど
で
市
税
を
納
付
で
き
な
い
人
は
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

休
日
　
10
月
22
日（
日
）午
前
９
時
〜
午
後
１

時場
納
税
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
〜
１
８
５

４夜
間・休
日
納
付
相
談
日

国
民
健
康
保
険
料・後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料▽
夜
間
　 

10
月
23
日（
月
）・24
日（
火
）・26
日

（
木
）・27
日（
金
）

 

い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

▽ 

休
日
　
10
月
29
日（
日
）　

 

午
前
９
時
〜
午
後
１
時

場
保
険
収
納
課
、
保
険
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、
１
５
４

５

保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、
督
促

状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
督
促
手

数
料
が
発
生
す
る
他
、
延
滞
日
数
に
応
じ
て

延
滞
金
も
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
通
常
の
保
険
証
に
代
わ
り
有
効
期
限
の
短

い「
短
期
被
保
険
者
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。

◎ 

要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
証
す

る
書
類（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
写

し
）

◎
障
害
者
手
帳
な
ど
の
写
し

　
◎
は
該
当
す
る
も
の
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

さ
ら
に
長
期
に
わ
た
り
納
付
相
談
な
ど
が
な

い
場
合
は
、
保
険
証
を
返
還
し
て
も
ら
い
、

医
療
費
を
全
額
負
担
す
る「
資
格
証
明
書
」を

交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
財
産
の
差
押
え
な
ど
の
法
的
措
置

を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
る
人

と
の
公
平
性・
公
正
性
を
保
つ
た
め
、
法
令

に
基
づ
き
差
押
処
分
を
よ
り
一
層
強
化
し
て

い
ま
す
。

　
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
早
め
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７

　「
行
政
相
談
週
間
」中
に
、
特
設
行
政
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

時
10
月
18
日（
水
）午
後
１
時
30
分
〜
４
時

場
市
役
所
１
階
北
エ
リ
ア
102
号
室

問
広
報
広
聴
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
３
５
３
、
１
３
５

６

葬
儀

申 

指
定
業
者（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
記
載
）

備 

詳
し
く
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
課
窓
口
に

て
配
布
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
同
組
合
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

℡ 

０
７
４
３
・
７
８
・
１
１
９
５

を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

時
10
月
26
日（
木
）午
前
11
時
〜
午
後
３
時

場
西
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
講
義
室

持 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確

認
書
類（
免
許
証・保
険
証
な
ど
）、認
印

問
総
合
窓
口
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
２
５

時
・
内
・
講
▽
11
月
８
日（
水
）

　

 「
子
供
の
貧
困
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
」

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
大
阪
子
ど
も
の
貧
困
ア
ク

シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ
代
表・徳
丸
ゆ
き
子
氏

▽ 

11
月
15
日（
水
）「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
つ
い
て

知
っ
て
ま
す
か
？
」大
久
保
暁
氏

▽ 

11
月
22
日（
水
）「
こ
ど
も
の
健
や
か
な
成

長
の
た
め
に
、
親
が
で
き
る
こ
と
」

　 

守
口
市
教
育
セ
ン
タ
ー
教
育
専
門
相
談

員・小
松
友
子
氏

▽ 

11
月
29
日（
水
）「
発
達
障
が
い
等
、
配
慮

を
要
す
る
子
ど
も
の
支
援
」大
阪
府
立
守

口
支
援
学
校
指
導
教
諭・瀧
本
一
夫
氏

い
ず
れ
も
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

場
市
役
所
１
階
会
議
室
103

定
各
講
座
先
着
50
人

備 

手
話
通
訳
あ
り（
各
講
座
の
７
日
前
ま
で

に
要
予
約
）

申 ・
問
学
校
教
育
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
５
・
３
１
５
１

申 ・
問
人
権
室

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
１
２

　
土
地
の
評
価
額
を
求
め
る
場
合
に
用
い
る

地
積（
課
税
地
積
）は
、
原
則
と
し
て
賦
課
期

日（
毎
年
１
月
１
日
）現
在
に
お
け
る
登
記
簿

上
の
地
積
に
よ
り
ま
す
。

　「
測
量
し
た
と
こ
ろ
実
際
の
地
積
は
登
記

地
積
と
異
な
っ
て
い
た
」と
い
う
場
合
は
、

速
や
か
に
法
務
局
で
地
積
更
正
の
登
記
を
し

て
く
だ
さ
い
。
１
月
１
日
ま
で
に
登
記
し
た

場
合
に
は
翌
年
度
か
ら
、
１
月
２
日
以
降
に

登
記
し
た
場
合
に
は
翌
々
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

行
っ
た
場
合
に
は
、
改
修
工
事（
平
成
30
年

３
月
31
日
ま
で
の
工
事
が
対
象
）が
行
わ
れ

た
翌
年
の
１
月
１
日
を
賦
課
期
日
と
す
る
年

度
分
の
固
定
資
産
税
が
、
３
分
の
１
減
額
さ

れ
ま
す
。

注 

減
額
措
置
の
対
象
床
面
積
は
100
㎡
ま
で

で
、
貸
家
は
対
象
外

　
減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
を
行
っ
た
住
宅
に
、
65
歳
以
上
の

人
、
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
人
、
障
害
の
あ
る
人
が
居
住
し
て

い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

改
修
工
事
の
要
件

　
自
治
体
か
ら
の
補
助
金
や
介
護
保
険
か
ら

の
給
付
を
除
く
工
事
費
の
合
計
金
額
が
50
万

円
以
上
で
、
次
の
工
事
に
該
当
す
る
も
の
が

減
額
措
置
対
象
で
す
。 

①
廊
下
の
拡
幅
②
階
段
の
こ
う
配
緩
和
③
浴

室
改
良
④
便
所
改
良
⑤
手
す
り
取
り
付
け

⑥
床
の
段
差
解
消
⑦
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

⑧
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

申
請
の
手
続
き

　
改
修
工
事
終
了
後
３
カ
月
以
内
に
、
次
の

書
類
と
、
固
定
資
産
税
の
減
額
申
請
書（
課

税
課
に
あ
り
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

納
税
義
務
者
な
ど
の
住
民
票
の
写
し（
市

内
在
住
者
は
不
要
）

▽
工
事
明
細
書
お
よ
び
領
収
書
な
ど

◎ 

65
歳
以
上
の
人
が
居
住
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
も
の（
健
康
保
険
証
な
ど
の

写
し
）

　
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
を
経
過
し

た
住
宅
に
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を

　
公
的
年
金
等
受
給
者
の
う
ち
所
得
税
の
課

税
対
象
と
な
る
人
に
は
、
公
的
年
金
支
払
者

（
日
本
年
金
機
構
、
各
共
済
組
合
な
ど
）か
ら

「
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申

告
書
」が
順
次
送
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
扶

養
状
況
な
ど
の
必
要
事
項
を
記
入
し
、
年
金

支
払
者
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

注 

年
金
収
入
の
み
の
人
は
、
原
則
こ
の
申
告

書
の
内
容
が
源
泉
徴
収
さ
れ
る
所
得
税
や

個
人
市
民
税
・
府
民
税
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

　
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
補
助
を
実
施
し
ま
す
。

出
張
申
請
窓
口
で
は
、
申
請
用
の
写
真
を
無

料
で
撮
影
し
、
申
請
書
の
記
載
補
助
を
行
い

ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
と
、

住
民
票
な
ど
の
証
明
書
類
が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

（
一
部
利
用
で
き
な
い
店
舗
も
あ
り
ま
す
）。

こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

行政相談委員
　行政相談委員は、総務大臣が委嘱した
民間の有識者です。皆さんの身近な相談
相手として、国の仕事に関する苦情など
の相談を受け付け、助言や関係行政機関
に対する通知などを行っています。
　市では、毎月第４火曜日 10:00 ～
12:00 に市役所で行政相談を行ってい
ます。相談無料、秘密は堅く守られます。
注相談は前日までに要予約
問広報広聴課
℡ 06-6992-1353、1356
　また、各委員の自宅でも相談を受け付
けています。守口の行政相談委員は下表
のとおりです。

あ
な
た
の
心
を
豊
か
に

 

ヒ
ュ
ー
ラ
イ
ツ
セ
ミ
ナ
ー

ご
存
じ
で
す
か

 

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

固
定
資
産
税
減
額

 

住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
家
屋

公
的
年
金
等
受
給
者
の

 

扶
養
親
族
等
申
告
書

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

 

出
張
申
請
窓
口
を
開
設

氏名 住所 電話（06）
河野順子 大久保町4-25-8 6901-5985
讃岐信子 長池町1-1 6997-1023
塚本公春 八雲中町1-1-24 6908-6421
山﨑 勉 南寺方中通2-2-21 6991-7513
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